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はじめに

本資料は、高等学校学習指導要領（平成３０年３月）で示された、
「障害のある生徒などへの指導」について、各解説に示された指導の
工夫の例を抜粋し、一覧にしたものです。

学習指導要領では、総則の他、各教科等においても、「第３ 指導計画の作成と内容の
取り扱い」において、以下のような規定が示されました。

障害のある生徒などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指
導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。

この規定を受け、各解説において、障害のある生徒などの指導に当たっては、個々の生
徒によって、見えにくさ、聞こえにくさ、道具の操作の困難さ、移動上の制約、健康面
や安全面での制約、発音のしにくさ、心理的な不安定、人間関係形成の困難さ、読み書
きや計算等の困難さ、注意の集中を持続することが苦手であることなど、学習活動を行
う場合に生じる困難さが異なることに留意することや具体的な指導の工夫の例が示され
ました。

この背景には、インクルーシブ教育システムの構築を目指し、生徒の自立と社会参加を
一層推進していくことが求められていることがあります。
そのためには，一人一人の生徒の十分な学びを確保し、障害の状態や発達の段階に応

じた指導や支援を一層充実させていく必要があります。
そこで、通常の学級においても、発達障害を含む障害のある生徒が在籍している可能

性があることを前提に、全ての教科等において、一人一人の教育的ニーズに応じたきめ
細かな指導や支援ができるよう、以下のような考え方に基づき、具体的な指導の工夫の
例が示されました。障害種別の指導の工夫のみならず、教科等の学びの過程において考
えられる困難さに対する指導の工夫の意図、手立てを明確にすることが重要です。

学びの過程で考えられる【困難さ】に対する【指導の工夫の意図】 ＋ 【手立て】

（国語の例)

比較的長い文章を書くなど，一定量の文字を書くことが困難な場合には，文字を書く

負担を軽減するため，手書きだけではなくＩＣＴ機器を使って文章を書くことができるよう

にするなどの配慮をする。

なお、学校においては、こうした点を踏まえ、個別の指導計画を作成し、必要な配慮
を記載し、他教科等の担当と共有したり、翌年度の担任等に引き継いだりすることが必要
です。

本資料では、各教科等の学習活動を行う場合に生じる、生徒の困難さの状態を表す部分
に下線（ ）を加えています。

先生方が、年度初めや教科等における指導に悩みを抱えたときに、気軽に手に取り、生
徒の困難さや必要な配慮を見いだしていく際の、ヒントとなる資料となることを期待して
います。
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国語

例えば，国語科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○自分の立場以外の視点で考えたり他者の感情を理解したりするのが困難な場合には、
生徒が身近に感じられる文章（例えば，同年代の主人公の物語など）を取り上げ，文
章に表れている心情やその変化等が分かるよう，行動の描写や会話文に含まれている
気持ちがよく伝わってくる語句等に気付かせたり，心情の移り変わりが分かる文章の
中のキーワードを示したり，心情の変化を図や矢印などで視覚的に分かるように示し
てから言葉で表現させたりするなどの配慮をする。

○比較的長い文章を書くなど，一定量の文字を書くことが困難な場合には，文字を書く
負担を軽減するため，手書きだけではなくＩＣＴ機器を使って文章を書くことができ
るようにするなどの配慮をする。

○声を出して発表することに困難がある場合や人前で話すことへの不安を抱いている場
合には，紙やホワイトボードに書いたものを提示したりＩＣＴ機器を活用したりして
発表するなど，多様な表現方法が選択できるように工夫し，自分の考えを表すことに
対する自信がもてるような配慮をする。

上記にあるように、自分の立場以外の視点で考えたり、他者の感情を理解したりすること、
思考や気持ちの切り替えに困難さを抱えていたりする生徒がいます。このような困難さが生
じると、「小説」等の読解において、自分の感じ方が否定されたと感じてしまい、それ以上読
み進められないことがあります。
そのような場合には、まずは、生徒の思いを受け入れることが大切です。これまでの経験か

ら苦手意識を感じ、自信を失っている生徒にとっては、自分のことを認めてくれたという安心
感がもて、読解に対する意欲を高めることにもつながります。
ただし、読解したことが明らかに違ったり、正しい読解をすぐに求めたりする場合には、物

語における出来事や登場人物、登場人物の気持ちなどの関係を図式化して示すなど、視覚
的な情報から、整理できるように支援しましょう。

過 去 現 在

私（先生） 私（学生）

Ｋ 手紙（遺書）

お嬢さん 奥さん

小説「こころ」（夏目漱石著）に登場する人物の関係

コラム
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地理歴史

例えば，地理歴史科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○地図等の資料から必要な情報を見付け出したり，読み取ったりすることが困難な場合
には，読み取りやすくするために，地図等の情報を拡大したり，見る範囲を限定した
りして，掲載されている情報を精選し，視点を明確にするなどの配慮をする。

○社会的事象等に興味・関心がもてない場合には，その社会的事象等の意味を理解しや
すくするため，社会の動きと身近な生活がつながっていることを実感できるよう，特
別活動などとの関連付けなどを通して，実際的な体験を取り入れ，学習の順序を分か
りやすく説明し，安心して学習できるようにするなどの配慮をする。

○学習過程における動機付けの場面において学習上の課題を見いだすことが難しい場合
には，社会的事象等を読み取りやすくするために，写真などの資料や発問を工夫する
こと，また，方向付けの場面において，予想を立てることが困難な場合には，見通し
がもてるようヒントになる事実をカード等に整理して示し，学習順序を考えられるよ
うにすること，そして，情報収集や考察，まとめの場面において，どの観点で考える
のか難しい場合には，ヒントが記入されているワークシートを作成することなどの配
慮をする。

公民科

例えば，公民科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○地図等の資料から必要な情報を見付け出したり，読み取ったりすることが困難な場合
には，読み取りやすくするために，地図等の情報を拡大したり，見る範囲を限定した
りして，掲載されている情報を精選し，視点を明確にするなどの配慮をする。

○社会的事象等に興味・関心がもてない場合には，その社会的事象等の意味を理解しや
すくするため，社会の動きと身近な生活がつながっていることを実感できるよう，特
別活動などとの関連付けなどを通して，実際的な体験を取り入れ，学習の順序を分か
りやすく説明し，安心して学習できるようにするなどの配慮をする。

○学習過程における動機付けの場面において学習上の課題を見いだすことが難しい場合
には，社会的事象等を読み取りやすくするために，写真などの資料や発問を工夫する
こと，また，方向付けの場面において，予想を立てることが困難な場合には，見通し
がもてるようヒントになる事実をカード等に整理して示し，学習順序を考えられるよ
うにすること，そして，情報収集や考察，まとめの場面において，どの観点で考える
のか難しい場合には，ヒントが記入されているワークシートを作成することなどの配
慮をする。

興味のあることに関して、高い記憶力を発揮し、知識豊富な生徒がいます。そういった生徒
には、知識を授業中に紹介する場面を設けるなど、適切に生かすことができると、本人の意欲
が高まるとともに、周囲の生徒の見方や受け止め方が肯定的になります。
「歴史」は、時間が軸のため、前後関係の認識に困難さを抱えていると理解がしにくい場合

があります。時間や「原因」と「結果」の流れを明確に図式化して板書するとよいでしょう。
「地理」では、地図や表、図などをノートに書き写すことに困難さを抱えて

いる場合があります。あらかじめ、白地図や空白の図表を配布し、着色や転
記をするようにすると作業がスムーズに行えます。手元に完成見本を置いた
り、トレーシングペーパーで模写したりするなどの工夫も効果的です。

コラム
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数学

例えば，数学科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○文章を読み取り，数量の関係を文字式を用いて表すことが難しい場合，生徒が数量の
関係をイメージできるように，生徒の経験に基づいた場面や興味のある題材を取り上
げ，解決に必要な情報に注目できるよう印を付けさせたり，場面を図式化したりする
ことなどの工夫を行う。

○空間図形のもつ性質を理解することが難しい場合，空間における直線や平面の位置関
係をイメージできるように，立体模型で特徴のある部分を触らせるなどしながら，言
葉でその特徴を説明したり，見取図や投影図と見比べて位置関係を把握したりするな
どの工夫を行う。

理科

例えば，理科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○実験を行う活動において，実験の手順や方法を理解することが困難である場合は，見
通しがもてるよう実験の操作手順を具体的に明示したり，扱いやすい実験器具を用い
たりするなどの配慮をする。

○燃焼実験のように危険を伴う学習活動においては，教師が確実に様子を把握できる場
所で活動させるなどの配慮をする。

数学において、注意の持続や空間の認識に困難さを抱えている場合、計算の手順を飛ば
す、複雑な計算の桁を間違えるなどが生じやすくなります。そういったことから苦手意識を感
じている生徒も多いです。また、基礎的な計算力につまずきがあると、次の段階や応用問題
に進めない場合があります。
そのような場合には、まずは、入学前のテストや基礎学力テストでスクリーニングをしてフォ

ローしていく必要があります。そして、事前に復習問題を設けたり、授業を進める中で、「忘れ
ていることがあれば、一緒に復習しながら進めよう」という確認をし、進めることで、数学に対
する不安や苦手意識を和らげ、意欲の向上につながります。単元が進むにつれ、複雑な計算
を要求されるので、ヒントカードとして提示したり、難易度を３段階程度に分けて選択できるよ
うにしたりすることも有効です。
また、計算の手順を自分で書いてから解く、見直しを必ずするな

ど、自分で間違えがないように対応できるように支援することが必
要です。

コラム
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理数（主として専門学科において開設される教科）

例えば，理数科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○文章を読み取り，数量の関係を文字式を用いて表すことが難しい場合，生徒が数量の
関係をイメージできるように，生徒の経験に基づいた場面や興味のある題材を取り上
げ，解決に必要な情報に注目できるよう印を付けさせたり，場面を図式化したりする
ことなどの工夫を行う。

○空間図形のもつ性質を理解することが難しい場合，空間における直線や平面の位置関
係をイメージできるように，立体模型で特徴のある部分を触らせるなどしながら，言
葉でその特徴を説明したり，見取図や投影図と見比べて位置関係を把握したりするな
どの工夫を行う。

○実験を行う活動において，実験の手順や方法を理解することが困難である場合は，見
通しがもてるよう実験の操作手順を具体的に明示したり，扱いやすい実験器具を用い
たりするなどの配慮をする。

○燃焼実験のように危険を伴う学習活動においては，教師が確実に様子を把握できる場
所で活動させるなどの配慮をする。

理数

例えば，理数科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○文章を読み取り，数量の関係を文字式を用いて表すことが難しい場合，生徒が数量の
関係をイメージできるように，生徒の経験に基づいた場面や興味のある題材を取り上
げ，解決に必要な情報に注目できるよう印を付けさせたり，場面を図式化したりする
ことなどの工夫を行う。

○空間図形のもつ性質を理解することが難しい場合，空間における直線や平面の位置関
係をイメージできるように，立体模型で特徴のある部分を触らせるなどしながら，言
葉でその特徴を説明したり，見取図や投影図と見比べて位置関係を把握したりするな
どの工夫を行う。

○実験を行う活動において，実験の手順や方法を理解することが困難である場合は，見
通しがもてるよう実験の操作手順を具体的に明示したり，扱いやすい実験器具を用い
たりするなどの配慮をする。

○燃焼実験のように危険を伴う学習活動においては，教師が確実に様子を把握できる場
所で活動させるなどの配慮をする。

実験や観察を行う際に、その流れや操作方法を一斉指導で説
明すると、理解しきれない生徒がいます。 そのような生徒には、大
まかな流れを示した後で、細かく区切って説明するとよいでしょう。
また、タブレット端末を活用し、実験の流れや操作方法を自分の

ペースで確認できるようにするなどの配慮も有効です。
実験では、使用する器具に色テープを貼ることで、誤操作による

実験ミスを防ぐなど、安全面での配慮も大切です。

コラム
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芸術

例えば，芸術科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○音楽において，音楽を形づくっている要素（音色，リズム，速度，旋律，テクスチュ
ア，強弱，形式，構成など）を知覚することが難しい場合は，要素に着目しやすくで
きるよう，音楽に合わせて一緒に拍を打ったり体を動かしたりするなどして，要素の
表れ方を視覚化，動作化するなどの配慮をする。なお，動作化する際は，決められた
動きのパターンを習得するような活動にならないよう留意する。

○美術において，形や色彩，材料などの変化を見分けたり，微妙な変化を感じ取ったり
することが難しい場合などでは，生徒の実態やこれまでの経験に応じて，造形の要素
の特徴や働きが分かりやすいものを例示することや，主題に応じて一人一人が自分に
合ったものが選べるように，多様な材料や用具を用意したり種類や数を絞ったりする
などの配慮をする。

○工芸において，形や色彩，素材などの変化を見分けたり，微妙な変化を感じ取ったり
することが難しい場合などでは，生徒の実態やこれまでの経験に応じて，造形の要素
の特徴や働きが分かりやすいものを用意して実際に触れてみたり使ってみたりするこ
とや，目的や条件，機能などに応じて一人一人が自分に合ったものが選べるように，
いくつかの材料や用具を用意したり種類や数を絞ったりするなどの配慮をする。

○書道において，自らの意図にふさわしい用具・用材の選択や扱い方を理解することや，
書を構成する複数の要素を結び付けて考えたり，再現する手順を考えたりすることが
難しい場合は，用具・用材を体験的に使用する機会を設けたり，書を構成する要素を
グループ分けや優先順位を付けて示すなどして，主体的に思考・判断しながら学習を
進められるよう配慮をする。

創作活動には、これが正しいということがないことや完成のゴールが人それぞれであると
いうことで見通しをもちにくい生徒がいます。また、静止画など、立体を平面で捉えたり、決
められた枠内に絵を配置したりすることに困難さを抱える生徒がいます。
このような生徒は、「どこからかき始めればよいのか」「バランスよくかくとは具体的にど

のようにするとよいのか」などと考え込んで、なかなか、かき始めることができない場合には、
下図のように、対象物の外形を○や□等単純化した形で捉えた構図を示すことで、配置に
関するイメージがもちやすくなります。

① ② ③

コラム
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音楽

例えば，音楽科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○音楽を形づくっている要素（音色，リズム，速度，旋律，テクスチュア，強弱，形式，
構成など）を知覚することが難しい場合は，要素に着目しやすくできるよう，要素の
表れ方を視覚化，動作化するなどの配慮をする。なお，動作化する際は，決められた
動きのパターンを習得するような活動にならないよう留意する。

○音楽を聴くことによって自分の内面に生まれる様々なイメージや感情を言語化するこ
とが難しい場合は，表現したい言葉を思い出すきっかけとなるよう，イメージや感情
を表す形容詞などのキーワードを示し，選択できるようにするなどの配慮をする。

美術

例えば，美術科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○形や色彩などの変化を見分けたり，微妙な変化を感じ取ったりすることが難しい場合
などにおいて，生徒の実態やこれまでの経験に応じて，造形の要素の特徴や働きが分
かりやすいものを例示することや，主題に応じて一人一人が自分に合ったものが選べ
るように，多様な材料や用具を用意したり種類や数を絞ったりするなどの配慮をする。

○造形的な特徴などからイメージを捉えることが難しい場合などにおいて，形や色彩な
どに対する気付きや豊かなイメージにつながるように，自分や他の人の感じたことや
考えたことを言葉にする場を設定するなどが考えられる。

外国語・英語

例えば，外国語科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○英語の語には，発音と綴りの関係に必ずしも規則性があるとは限らないものが多く，
明確な規則にこだわって強い不安や抵抗感を抱いてしまう生徒の場合，語を書いたり
発音したりすることをねらいとする活動では，その場で発音することを求めず，ねら
いに沿って安心して取り組めるようにしたり，似た規則の語を選んで扱うことで，安
心して発音できるようにしたりするなどの配慮をする必要がある

生徒の中には、聞き取る力は鋭いが、文字の識別に困難さを抱えていることがあり、また、
その逆のこともあります。表現することが苦手な生徒もいます。
このような多様な認知処理特性をもつ生徒がいる場合には、視覚・聴覚・動作等、各自が

優位な特性を生かして学習をしやすくすることが大切です。
例えば、語彙（単語）の学習では、「聞くこと」や「話すこと」の学習場面で、穴埋め式のワ

ークシートを用意し同時に行うことで、語の意味や綴りの記憶を思い出しやすくなります。
また、「読むこと」や「書くこと」の場面では、「聞くこと」や「話すこと」の技能もほぼ同時に

行えるようにすると、文字のまとまりを語や句として認識し、意味と結び付けやすくなります。
アルファベットなど、文字の認識に困難さを抱えている場合の配慮として、

文字を拡大したプリントやＩＣレコーダーの使用などが考えられます。例えば、
ペン型のＩＣＴ機器で、シールに録音でき、そのシールをペンで読み取ること
で、録音されたものが音声で再生されるというものもあります。イヤホンでも
再生できるので、他の生徒と同じ教室で試験を受けることも可能です。

コラム
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保健体育・体育

指導に際しては，学校や地域の実態に応じて，次のような配慮の例が考えられる。

○見えにくさのため活動に制限がある場合には，不安を軽減したり安全に実施したりす
ることができるよう，活動場所や動きを事前に確認したり，仲間同士で声を掛け合う
方法を事前に決めたり，音が出る用具を使用したりするなどの配慮をする。

○身体の動きに制約があり，活動に制限がある場合には，生徒の実情に応じて仲間と積
極的に活動できるよう，用具やルールの変更を行ったり，それらの変更について仲間
と話し合う活動を行ったり，必要に応じて補助用具の活用を図ったりするなどの配慮
をする。

○リズムやタイミングに合わせて動くことや複雑な動きをすること，ボールや用具の操
作等が難しい場合には，動きを理解したり，自ら積極的に動いたりすることができる
よう，動きを視覚的又は言語情報に変更したり簡素化したりして提示する，動かす体
の部位を意識させる，操作が易しい用具の使用や用具の大きさを工夫したりするなど
の配慮をする。

○試合や記録測定，発表などの状況の変化への対応が求められる学習活動への参加が難
しい場合には，生徒の実情に応じて状況の変化に対応できるようにするために，挑戦
することを認め合う雰囲気づくりに配慮したり，ルールの弾力化や場面設定の簡略化
を図ったりするなどの配慮をする。

○日常生活とは異なる環境での活動が難しい場合には，不安を解消できるよう，学習の
順序や具体的な内容を段階的に説明するなどの配慮をする。

○対人関係への不安が強く，他者の体に直接触れることが難しい場合には，仲間ととも
に活動することができるよう，ロープやタオルなどの補助用具を用いるなどの配慮を
する。

○自分の力をコントロールすることが難しい場合には，状況に応じて力のコントロール
ができるよう，力の出し方を視覚化したり，力の入れ方を数値化したりするなどの配
慮をする。

○勝ち負けや記録にこだわり過ぎて，感情をコントロールすることが難しい場合には，
状況に応じて感情がコントロールできるよう，事前に活動の見通しを立てたり，勝っ
たときや負けたとき等の感情の表し方について確認したりするなどの配慮をする。

○グループでの準備や役割分担が難しい場合には，準備の必要性やチームで果たす役割
の意味について理解することができるよう，準備や役割分担の視覚的な明示や生徒の
実情に応じて取り組むことができる役割から段階的に取り組ませるなどの配慮をす
る。

○保健の学習で，実習などの学習活動に参加することが難しい場合には，実習の手順や
方法が理解できるよう，それらを視覚的に示したり，一つ一つの技能を個別に指導し
たりするなどの配慮をする。

柔道や剣道などの対人的接触を伴う種目では、 全力で投げない×
力の入れ加減の調整に困難さがあると、相手に不
快な思いをさせてしまう場合があります。
そのような場合には、口頭で「もっと力を抜いて」

というだけでは、理解しにくいので、イラストや図を
用いて示すとよいでしょう。

コラム
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家庭（各学科に共通する教科）

例えば，家庭科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○作業に見通しをもつことが難しい場合は，例えば，調理や被服製作などの完成までの
過程を，順番がわかるように写真やイラスト，実物や標本などを用いて，具体的に示
すなどの工夫が考えられる。

○作業を行う際には，指示を一つずつ出すなどわかりやすい指示を心がけるとともに，
適切な時間を設定するなど注意に集中できるよう工夫することが大切である。

○作業を安全かつ円滑に進めるために，実習室等の学習環境の整備については，例えば，
調理器具や食器などの収納場所をイラストや写真等で示したり，可燃物と不燃物のゴ
ミ箱を色分けしたりするなど視覚的な工夫をすることも考えられる。

○集団場面での口頭による指示や理解が難しい場合は，例えば，包丁，アイロン，ミシ
ンなどの使用に際して，事故を防止する方法を理解できるよう，全体での指導を行っ
た後，個別に指導したりするなどの工夫をすることも考えられる。

家庭（主として専門学科において開設される教科）

例えば，専門教科としての家庭科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○調理や被服製作などの実験・実習の全体像を俯瞰することが困難な場合には，学習の
見通しをもてるよう，活動をはじめる前に，その内容や手順を説明して，安心して取
り組めるようにする。そして，手順や方法を写真やイラスト，実物や標本など視覚的
に示すとともに，指示を一つずつ出すなどわかりやすい指示を心がけることが大切で
ある。

○集団場面での口頭による指示や理解が難しい場合は，例えば，包丁，アイロン，ミシ
ン， 薬品などの使用に際して，事故を防止する方法を理解できるよう，全体での指
導を行った後，個別に声かけをして指導することなども考えられる。

○集団の中で学習することが困難な場合は，安心して授業に取り組めるよう，無理のな
い形で段階的にグループ学習から，徐々に時間を増やしていくことなどが考えられる。

多くの情報の中から、必要な情報を取り出したり、必
要な情報に集中したりすることに困難さを抱えている生
徒がいます。
このような生徒には、ＩＣＴ機器などを活用して、必要

な情報に注目しやすくすることで、見るべき情報が分か
り、集中力の持続が可能になります。また、家庭科の裁
縫や調理などで、ポイントとなる事項は、右図のように、
拡大投影機を使用して、大事な部分のみ示すことで、よ
り理解しすくなります。

コラム
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情報（各学科に共通する教科）

例えば，共通教科情報科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○コンピュータ等の画面が見えにくい場合には，情報を的確に取得できるよう，文字等
を拡大したり，フォントを変更したり，文字と背景の色を調整したりするなどの配慮
をする。

○コンピュータ等の発する音が聞きとりにくい場合には，情報を的確に取得できるよう，
音の代わりに光や振動，画面上の表示で伝えたり，スピーカーを適切な位置に設置し
たり，また，音量の調整やヘッドホンの使用などの配慮をする。

○キーボードによる文字入力やマウス操作等の動作に困難がある場合には，コンピュー
タ等の操作が可能となるよう，レバー操作型のコントローラーなどの入力手段を使え
るようにするなどの配慮をする。

○コンピュータ等の画面上の文字を目で追って読むことに困難がある場合には，どこを
読んでいるのかが分かるよう，読んでいる箇所をハイライト表示や反転表示するなど
の配慮をする。

○コンピュータ等を扱いながら，指示を聞くことに困難がある場合には，同時に二つの
作業が重なることがないよう，まずは手を止めるよう指示をしてから次の話をするな
どの配慮をする

○集中して学習を継続することが難しい場合には，見通しをもって学習に取り組めるよ
う，学習活動の手順を視覚化して明示したり，スモールステップで学習を展開できる
ようにしたりするなどの配慮をする。

○自ら問題解決の計画を立てたり設計したりすることが難しい場合には，生徒が学習に
取り組みやすくなるよう，あらかじめ用意した計画や設計から生徒が選択したり，そ
れらの一部を改良する課題に取り組めるようにするなど，段階的な指導を行うなどの
配慮をする。

「黒板の内容をノートに写しながら、先生の話を聞く」など、複数のことを同時に行うことに
困難さを抱えている生徒がいます。
このような生徒には、上記のように、同時に二つの作業が重なることがないようにします。

どうしても、作業中に話をすることがある場合には、まず、作業の手を止めさせ、注意を向けさ
せてから話をするようにします。

作業をいったん止めてください。

これから大事な話をするよ。

コラム
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情報（主として専門学科において開設される教科）

例えば，専門教科情報科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○コンピュータ等の画面が見えにくい場合には，情報を的確に取得できるよう，生徒の
見え方に応じて，フォントを適切に選択したり，拡大したり，文字と背景の色を調整
したりするなどの配慮をする。

○コンピュータ等の発する音が聞きとりにくい場合には，情報を的確に取得できるよう，
音の代わりに光や振動，画面上の表示で伝えたり，スピーカーを適切な位置に設置し
たり，音量の調整やヘッドホンの使用などの配慮をする。

○キーボードによる文字入力やマウス操作等の動作に困難がある場合には，コンピュー
タ等の操作が可能となるよう，レバー操作型のコントローラなどの入力手段を使える
ようにするなどの配慮をする。

○生徒が車椅子等を使用する場合には，車椅子の移動に支障をきたさないよう，机と机
の間の距離，配線など床の突起物等についても配慮をする。

○コンピュータ等の画面上の文字を目で追って読むことに困難がある場合には，どこを
読んでいるのかが分かるよう，読んでいる箇所をハイライト表示や反転表示するなど
の配慮をする。

○コンピュータ等を扱いながら，指示を聞くことに困難がある場合には，同時に二つの
作業が重なることがないよう，まずは手を止めるよう指示をしてから次の話をするな
どの配慮をする。

○集中して学習を継続することが難しい場合には，見通しをもって学習に取り組めるよ
う，学習活動の手順を視覚化して明示したり，スモールステップで学習を展開できる
ようにしたりするなどの配慮をする。

○自ら問題解決の計画を立てたり設計したりすることが難しい場合には，生徒が学習
に取り組みやすくなるよう，あらかじめ用意した計画や設計から生徒が選択したり，
それらの一部を改良する課題に取り組めるようにしたりするなど，段階的な指導を行
うなどの配慮をする。

特別な支援や配慮が必要な子供のため
のＩＣＴ機器の活用をまとめたリーフレットで
です。参考にしてください。

「特別支援教育でＩＣＴを活用しよう」
＜発行先＞国立特別支援教育総合研究所
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農業

例えば，農業科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○実験・実習の全体像を把握できないなど学習活動への参加が困難な場合，学習の見通
しをもてるように資料等で示すとともに，手順や方法の理解を促すよう実物を明示し
たり，実際の作業を例示したりするなど，全体の流れの中で，この作業にはどのよう
な役割があり，どのようにつながっているかなど具体的に示すよう配慮すること。

○機器の操作，薬品の使用などに伴う安全面の留意事項について，集団の場面での口頭
による指示の理解が困難な場合，事故を防止する方法を理解しやすいよう，全体での
指導を行った上で，個別に指導をしたり，実際の動作で示したりするなどの配慮を行
う。

工業

例えば，工業科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○工業に関する各学科における実験・実習の指導においては，実験・実習の安全確保を
図るため，工業に属する科目の特質や学習過程の段階等に応じた困難さの状態に対す
る配慮の意図と手立てを示す必要がある。

○実験・実習の全体像を俯瞰できないなど学習活動への参加が困難な場合，学習の見通
しをもてるようにするため，それらの手順や方法の視覚的な明示や，全体の流れの中
で何を学習しているのかを示すなどの配慮を行うことが考えられる。

○機械や装置類の操作，毒物及び劇物などの各種薬品や薬剤，可燃物の使用に際しては，
安全面などの留意点について，集団場面での口頭による指示の理解が困難な場合，事
故を防止する方法を理解しやすいようにするため，全体での指導を行った上で，個別
に指導を行うこと，実際に動作で示すことなど，配慮することが考えられる。

商業

例えば，商業科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○実習において，その手順や方法を理解することが困難である場合は，見通しがもてる
よう，手順や方法を具体的に明示するなどの配慮をする。

○グループで活動することが難しい場合には，他の生徒と協力する具体的な内容を明確
にして役割分担するとともに，役割を果たすことができたかを振り返ることができる
ようにするなどの配慮をする。
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水産

例えば，水産科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○実験・実習の全体像を俯瞰できないなど学習活動への参加が困難な場合，学習の見通
しをもてるようにするため，それらの手順や方法を視覚的に明示したり，全体の流れ
の中で今どこを学習しているのかを示したりするなどの配慮を行う。なお，海洋や河
川，湖沼などで実施する実習は天候や海況等の変化に伴う影響が考えられることから，
見やすさ，聞き取りやすさなどへの十分な配慮が必要である。

○機器の操作，薬品や可燃物の使用などに伴う安全面の留意点について，集団場面での
口頭による指示の理解が困難な場合，事故を防止する方法を理解しやすいようにする
ため，全体での指導を行った上で個別に指導を行ったり，実際に動作で示したりする
などの配慮を行う。

福祉

例えば，福祉科における配慮として，次のようなものが考えられる。

○学習に集中したり、持続したりすることが困難な場合には、学習への意欲を喚起する
ように学習環境を整理・整頓することや学習のルールや手順を視覚的に明示するなど
教材・ 教具を活用すること，こまめに努力を認める声かけをすること，スモールス
テップによる学習，ペアやグループでの学び合い等学習方法を工夫することなどが考
えられる。その際，具体的に簡単な言い方で伝えること，おだやかに話しかけること，
否定的な言葉を避けること，苦手なことよりも得意なことを認め，集団の中で当該生
徒が生かされていると実感し，自信がもてるような工夫をするなどの配慮を行う。

○同時に複数の事項に注意を向けることが困難な場合には，優先順位が分かるように事
項を減らしたり，活動の区切りを設けたり，指示事項や留意すべき点を示したカード
を用いたりすることなどが考えられる。

○実験・実習の全体像を俯瞰できないなど学習活動への参加が困難な場合には，学習の
見通しをもてるようにするため，前もってそれらの手順や方法を視覚的に明示したり，
全体の流れの中で今どこを学習しているかを示したりすることなどの配慮を行う。

看護

例えば，看護科における配慮として，次のようなものが考えらえる。

○実習や演習を行う活動において，状況設定や実施方法を理解することが困難である場
合は，見通しがもてるよう，実習や演習の手順等を具体的に明示したり，扱いやすい
器具を用いたりするなどの配慮をする。

○温湯を用いる清拭や注射の準備などの危険を伴う学習活動においては，教師が確実に
様子を把握できるよう配慮する。
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総合的な探究の時間

例えば，総合的な探究の時間における配慮として，次のようなものが考えられる。

○様々な事象を調べたり，得られた情報をまとめたりすることに困難がある場合は，必
要な事象や情報を選択して整理できるように，着目する点や調べる内容，まとめる手
順や調べ方について具体的に提示するなどの配慮をする。

○関心のある事柄を広げることが難しい場合は，関心のもてる範囲を広げることができ
るように，現在の関心事を核にして，それと関連する具体的な内容を示していくこと
などの配慮をする。

○様々な情報の中から，必要な事柄を選択して比べることが難しい場合は，具体的なイ
メージをもって比較することができるように，比べる視点の焦点を明確にしたり，よ
り具体化して提示したりするなどの配慮をする。

○学習の振り返りが難しい場合は，学習してきた場面を想起しやすいように，学習して
きた内容を文章やイラスト，写真等で視覚的に示すなどして，思い出すための手掛か
りが得られるように配慮する。

○人前で話すことへの不安から，自分の考えなどを発表することが難しい場合は，安心
して発表できるように，発表する内容について紙面に整理し，その紙面を見ながら発
表できるようにすること，ＩＣＴ機器を活用したりするなど，生徒の表現を支援する
ための手立てを工夫できるように配慮する。

○総合的な探究の時間においては，各教科・科目等の特質に応じて育まれる「見方・考
え方」を総合的・統合的に働かせるような学習を行うため，特別支援教育の視点から
必要な配慮等については，各教科・科目等における配慮を踏まえて対応することが求
められる。

○こうした配慮を行うに当たっては，困難さを補うという視点だけでなく，むしろ得意
なことを生かすという視点から行うことにより，自己肯定感の醸成にもつながるもの
と考えられる。

総合的な探究の時間は、情報を比較する、推論するなどの作業が多くなります。 しかし、様
々な事象や情報をまとめ、自分の考えを広げることに困難さを抱えている生徒がいます。
このような生徒には、思考ツールを活用し、可視化、操作化することで、思考が整理しやすく

なります。ただし、あまり複雑になりすぎると、分かりにくい場合もあります。生徒の様子を見な
がら、学習を進めていくことが大切です。

多面的に見る 関連付ける 評価する 構造化する

フィッシュボーン図 イメージマップ ＰＭＩ分析表 ピラミッドチャート
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特別活動

具体的には，特別活動における配慮として，次のようなものが考えられる。

○相手の気持ちを察したり理解することが苦手な生徒には，他者の心情等を理解しやす
いように，役割を交代して相手の気持ちを考えたり，相手の意図を理解しやすい場面
に置き換えることや，イラスト等を活用して視覚的に表したりする指導を取り入れる
などの配慮をする。

○話を最後まで聞いて答えることが苦手な場合には，発言するタイミングが理解できる
ように，事前に発言や質問する際のタイミングなどについて具体的に伝えるなど，コ
ミュニケーションの図り方についての指導をする。

○学校行事における避難訓練等の参加に対し，強い不安を抱いたり戸惑ったりする場合
には，見通しがもてるよう，各活動・学校行事のねらいや活動の内容，役割(得意な
こと)の分担などについて，視覚化したり，理解しやすい方法を用いたりして事前指
導を行うとともに，周囲の生徒に協力を依頼しておく。

体育大会や文化祭、修学旅行などの行事では、教師や生徒の動きが通常よりも複雑になっ
たり、天候等でスケジュールが変更になったりする場合があります。そういった場合に、活動の
見通しがもてずに大きな不安を抱えたり、急な予定の変更への気持ちの切り替えが難しかっ
たりする生徒がいます。そのような困難さを感じないようにすることが大切です。
例えば、行程表を確認する際には、昨年の様子を行程を追いながら動画で示す、時間等の

変更の可能性がある事柄と変更した場合の対応を事前に伝えてメモさせる、などがあります。
しおりや通知には、たくさんの情報があふれています。その中から、自分の動きや役割等を

見付け出すことが難しい場合には、生徒と一緒に必要な情報に色を付けて確認する、必要な
ページのみをピックアップしてコピーし、別のノートに貼り、自分だけのしおりを作成するなど
の配慮が有効です。
さらに、役割分担の欄の近くにメモ欄を設け、仕事の進め

方などのマニュアルを記載するようにすることで、安心して
活動に臨めるようになります。持ち物の欄は、チェック欄を
設け、用意を済ませたら自分でチェックできるようにすると
安心して準備ができます。
このようなちょっとした工夫で、本人にとっては、大きな

不安を緩和することができます。

コラム


